
別紙１ 

仕 様 書 

１ 概要 

（１）需要場所 

山口県国際総合センター（山口県下関市豊前田三丁目３番１号） 

（２）業種及び用途 

複合施設（事務所及びコンベンション施設） 

 

２ 仕様 

（１）納入期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

（２）電気方式等 

ア 電気方式         交流３相３線式 

イ 供給電圧（標準電圧）   ６，０００Ｖ 

ウ 計量電圧（標準電圧）   ６，０００Ｖ 

エ 標準周波数        ６０Ｈｚ 

オ 受電方式         １回線受電 

カ 非常用自家発電設備    ７５０ＫＶＡ１台（系統連系なし） 

キ 太陽光発電設備      無（系統連系なし） 

ク 蓄熱式負荷設備の有無   無 

（３）契約電力等 

ア 予定契約電力  １，０００ＫＷ（契約電力は協議のうえ決定するものとする） 

イ 予定使用電力量 ６，０１０，２２７kwh（１年当たり２，００３，４０９kwh） 

（令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの各月の予定使用電力量は、 

６項のとおり） 

ウ 標準力率    １００％  

（令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの各月の平均力率は、６項の 

とおり） 

（４）電力量の検針 

ア 検針方法 訪問又は自動検針 

イ 検針装置 変成器付き複合計器（時間帯別・精密級） 

製  造  者  ：大崎電気工業㈱  型式：AP3EU-R 

計器用変圧変流器 

製造メーカー：大崎電気工業㈱  型式：PAW-M 

（５）需給地点 

国際貿易ビル地下１階受電盤内に設置してある開閉器の電線路電源側接続点。 

（６）電気工作物の財産分界点 

需給地点に同じ 

（７）保安上の責任分界点 

需給地点に同じ 



（８）力率等 

ア 力率改善のため力率調整装置を設置している。 

イ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。 

 

３ 燃料費調整額 

落札者が定める算式によって算定された額を越えない範囲とする。 

 

４ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づき、毎年度、経済産業大臣が定める

単価による。 

 

５ 契約期間中における電気料金の算出式（１月あたり） 

電気料金＝基本料金（ア）＋電力量料金（イ）＋燃料調整費等（ウ）  

ア…基本料金   ＝ 契約電力×基本料金単価×力率割引率 

＝ 契約電力×基本料金単価×（185(％)－当該月の平均力率(％) 

イ…電力量料金  ＝ 当該月の使用電力量×当該月の電力量料金単価 

ウ…燃料費調整額 ＝ 当該月の使用電力量×当該月の燃料費調整単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金＝当該月の使用電力量×賦課 

 

６ 月別予定使用電力量等 

月 
予定契約電力

（kW） 

予定使用電力量 

（kWh） 

３年間予定使用電力量

（kWh） 

平均力率

（％） 

４月 １，０００ １２７，５７９ ３８２，７３７ １００ 

５月 １，０００ １２３，８４２ ３７１，５２６ １００ 

６月 １，０００ １５４，３７０ ４６３，１１０ １００ 

７月 １，０００ ２３５，５９８ ７０６，７９４ １００ 

８月 １，０００ ２２９，８４８ ６８９，５４４ １００ 

９月 １，０００ ２１７，４１４ ６５２，２４２ １００ 

10月 １，０００ １８０，４６６ ５４１，３９８ １００ 

11月 １，０００ １５３，４２７ ４６０，２８１ １００ 

12月 １，０００ １４６，０４０ ４３８，１２０ １００ 

１月 １，０００ １４１，０７７ ４２３，２３１ １００ 

２月 １，０００ １５５，８９２ ４６７，６７６ １００ 

３月 １，０００ １３７，８５６ ４１３，５６８ １００ 

合 計 － ２，００３，４０９ ６，０１０，２２７ － 

※ 予定使用電力量は、令和６年１１月～令和７年１０月実績値 

 

 

 



７ その他 

（１）入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課

金は考慮しないものとする。 

（２）電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおり

とする。 

ア 契約電力及び最大需要電力の単位は１ｋＷとし、その端数は小数点以下第１位で

四捨五入する。 

イ 使用電力量の単位は１ｋＷｈとし、端数は小数点以下第１位で四捨五入する。 

ウ 料金その他の計算における合計金額の単位は１円とし、端数は切り捨てる。 

（３）小売電気事業者は、当該地域を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給

約款の内容を遵守すること。 

（４）その他、定めのない供給条件等については、双方協議の上、定めるものとする。 

（５）参考、直近１年の月別電力量等実績は別表のとおり。 

 

別 表 

参考 月別使用電力量等実績 

年 月 
契約電力量 

（ｋＷ） 

各月使用電力量 

（ｋＷｈ） 

各月平均力率 

（％） 

令和７年 10 月 １，０００ １８０，４６６ １００ 

９月 １，０００ ２１７，４１４ １００ 

８月 １，０００ ２２９，８４８ １００ 

７月 １，０００ ２３５，５９８ １００ 

６月 １，０００ １５４，３７０ １００ 

５月 １，０００ １２３，８４２ １００ 

４月 １，０００ １２７，５７９ １００ 

３月 １，０００ １３７，８５６ １００ 

２月 １，０００ １５５，８９２ １００ 

１月 １，０００ １４１，０７７ １００ 

令和６年 12 月 １，０００ １４６，０４０ １００ 

      11 月 １，０００ １５３，４２７ １００ 

計 ―  ２，００３，４０９ ―  

 


